
重層的支援体制整備事業の支援フロー（イメージ）

包括的相談支援事業 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

参加支援事業

相談の受け止め
・ 地域包括支援センター
・ 基幹相談支援センター等
・ 利用者支援事業の実施機関
・ 生活困窮者自立相談支援機関
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会議内で役割分担や課題等を整理し、
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• 課題が複雑化・複合化した事例等に関し
て、 関係者や関係機関の役割を整理、
支援の方向性を示す
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プ
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ン
実
行

複雑化・複合化した事例

＜狭間のニーズへの対応の具体例＞

就労支援 見守り等居住支援

多機関協働事業

終
結• 本人のニーズを丁寧にアセスメン

トしたうえで、社会とのつながりを
作るための支援を行う。

○ 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止める。
○ 包括的相談支援事業が受け止めた相談のうち、単独の支援関係機関では対応が難しい複雑化・複合化した事例は多機関協働事業につなぐ。
○ 多機関協働事業は、各支援関係機関の役割分担や支援の方向性を定めたプランを作成し重層的支援会議に諮る。
○ 重層的支援会議を通じて、関係機関間で支援の方向性にかかる合意形成を図りながら、支援に向けた円滑なネットワークをつくることを目指す。
○ また、必要に応じてアウトリーチ等を通じた継続的支援事業や参加支援事業につないでいく。

• プランの適切性
の協議

• プランの共有

• プラン終結時等
の評価

• 社会資源の充足
状況の把握と開
発に向けた検討

重層的支援会議

※ 重層的支援会議で検討した結果、包括的相談支援事業が引き続き主担当として支援すべき案件であるとなった場合には、包括的相談支援事業に戻すこともある。
※ アウトリーチ等事業は支援の性質上、多機関協働事業が関わる前から支援を開始することもある。

相談者の発見や情報提供

• 地域住民
• 各種会議からの
情報

• 支援関係機関
• 他分野の連携
機関
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多機関協働事業とは （社会福祉法第106条の４第２項第５号）

○ 市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する

多機関協働事業は、重層的支援体制整備事業に関わる関係者の

連携の円滑化を進めるなど、既存の相談支援機関をサポートし、

市町村における包括的な支援体制を構築できるよう支援する。

○ 重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす

重層的支援体制整備事業の支援の進捗状況等を把握し、必要が

あれば既存の相談支援機関の専門職に助言を行うなど、市町村全

体の体制として伴走支援ができるように支援する。

○ 支援関係機関の役割分担を図る

単独の支援機関では対応が難しい複雑化・複合化した事例の調

整役を担い、支援関係機関の役割分担や支援の方向性を定める。

※支援プランの作成（社会福祉法第106条の４第２項第６号）は、多

機関協働事業と一体的に実施。

多機関協働事業の目的

多機関協働事業の基本的な役割

・複合化、複雑化したニーズを有する等、支
援関係機関等による役割分担を行うことが
望ましい事例について、相談を受け付け、
支援を行う。
・原則として本人に相談受付申込票を記入し
てもらい申込（本人同意）を得る。

相談受付

アセスメント

プラン作成

支援の実施

終結

• 多機関協働事業者は支援関係機関等からつながれた、複雑化・複

合化した支援ニーズを有する事例等に対して支援する。

• 支援関係機関の抱える課題の把握、役割分担、支援の方向性の整

理といった事例全体の調整機能を果たすなど、主に支援者を支援

する役割を担う。

包括的支援事業者等に必要な情報収集を依頼
し、収集した情報をもとにインテーク・アセ
スメントシートにまとめる

アセスメントの結果を踏まえ、支援関係機関
の役割分担や、支援の目標・方向性を整理し
たプランを作成する。

プランに基づき、支援関係機関がチーム一体
となって必要な支援を行う。

多機関協働事業の事業内容（概略）

包括的相談支援事業者などからのつなぎ

本人や世帯の課題が整理され、支援の見通し
がつき、支援機関の役割分担の合意形成がで
きた段階で、一旦、多機関協働事業者の関わ
りは終結する。
（終結後に支援の主担当を設定し、伴走支援する
体制を確保）

※ アセスメント、プラン作成、支援の実施、終結の判断等につい

ては、重層的支援会議において関係機関と議論した上で決定する。

※

※

※
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重層的支援会議は何のために行うのか ～会議のための会議にしないために

重層的支援会議は、どんな役割を持つのか？

困難事例の

検討

地域の

課題共有？

地域資源

の開発？
プランの検討

毎回、いい話し合いはできているけど、

実は、目的がよくわからない会議が続く。

目的を明確にすれば、その時々で会議の役割が見える

【最終目標】 生活課題を抱えたまま

孤立している人が地域にいない

Aさん、Bさんの生活課題

が緩和・解消される

支援における多機関協働時

の課題が見えない

地域に足りない資源を

作り出す・探し出す

会議の狙い・目的 会議の役割目
標
の
レ
ベ
ル
（
目
的-

手
段
軸
）

参加者がそれぞれイメージしている目的が異なると、毎回の議論は有意義だと感じていても、同じような議論が繰
り返され、次のステージに進まない停滞感が広がることも少なくない。

 「どのようにして地域の仕組みをアップグレードしていくのか」という目標の設定と、その過程をイメージすることが大切。

【出所】三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

「重層的支援体制整備事業に係る自治体等における円滑な実施を支援するためのツール等についての調査研究報告書」（2021）
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アウトリーチ等を通じた継続的支援事業とは （社会福祉法第106条の４第２項第４号）

潜在的なニーズを早期に発見するために、支援関係機関や、地域住民等と連携し、
地域の多様なつながりの中から潜在的な相談者や課題を抱えた人を把握する。

支援関係機関や地域

住民等を通じた情報

収集

事前調整

関係性構築に

向けた支援

家庭訪問や

同行支援

終結

本人に同意を得る前の支援として、支援関係機関等からの情報収集や、見守り等
の支援ネットワークの構築、本人と関わるためのきっかけ等を入念に検討する。

※必要に応じて、構成員に守秘義務がかけられた支援会議を活用

本人やその世帯とのつながりを形成するために、手紙を置いたり、メールや
チャット等でのやりとり、支援等の情報のチラシ等で情報提供するなどの継続的
な対応を行う。

本人と出会えた後も、自宅から出ることが困難な者や他の支援関係機関等につなが
ることが困難な場合に、自宅への訪問や、必要な支援機関への同行支援などの支援
を行う。

本人にとって適切な支援関係機関や地域の関係者等につなぎ、それらの関係性が安
定した段階で支援終結

支援内容の概略
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参加支援事業とは （社会福祉法第106条の４第２項第３号）

参加支援事業の目的

重層的支援会議において事業の利用が必要
と判断された者について相談受付を行った
後、アセスメントを行い、本人の抱える課
題を踏まえて、社会とのつながりや参加を
支えるためのプランを作成

相談受付・

プラン作成

資源開発・

マッチング

継続支援・

フォローアッ

プ

終結

・本人のニーズに沿って支援メニューのマッ
チングを行う。
・支援メニューについては、参加支援事業者
が社会資源に働きかける等、既存の社会資
源の活用方法の拡充を図り、多様な支援メ
ニューをつくる。
・マッチングを行う場合に、受入先の状況も
アセスメントした上でマッチングを行う。

・本人が新たな環境で居場所を見いだせるか、
受入先等に定期的に訪問するなど一定期間
フォローアップを行う。
・受入先に対しても、必要に応じて、本人と
の関わり方などに関して、本人と受入先の
環境調整を行う。

参加支援事業の支援内容（概略）

社会参加に向けて地域の資源等とのつながり
ができ、本人とつながり先との関係性が安定
したと判断した段階で終結となる。
※ 終結後も定期的な連絡を行うなど、つな
がりを維持に向けた働きかけを行う。

○ 社会とのつながりを作るための支援を行う

各分野で行われている既存の社会参加に向けた支援（※）では

対応できない本人や世帯のニーズ等に対応するため、地域の社会

資源などを活用して社会とのつながり作りに向けた支援を行う。

○ 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメ
ニューをつくる

利用者のニーズや課題など丁寧に把握し、地域の社会資源との

間をコーディネートし、本人と支援メニューのマッチングを行う。

また、新たに社会資源に働きかけたり、既存の社会資源の拡充

を図り、本人や世帯のニーズや状態に合った支援メニューをつく

る。

○ 本人への継続的な支援と受け入れ先の支援を行う

本人と支援メニューをマッチングしたのち、本人の状態や希望

に沿った社会参加が継続できているかフォローアップをする。

また、受け入れ先の悩みや課題にも寄り添い、困っていること

がある場合にはサポートをする。

※ 広義の「参加支援」は、本人や世帯が、地域や社会と関わり方
を選択し、自らの役割を見いだすために多様な接点を確保するこ
とを目的とした支援である。
既存の事業としても、例えば、障害分野おける就労継続支援Ｂ

型事業や、生活困窮分野における就労準備支援事業などにおいて、
参加支援に資する取組が行われている。 7



終結
本人の状況に応じた社会参加やつながりについて継続の見通しがついたところ

参加支援事業について（実施イメージ）
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参加支援事業

本人が抱える課題、本人の
ニーズ・希望や目標等の把握

個別のニーズに応じて地域の
社会資源の開発・働きかけ

包括的相談支援事業

多機関協働事業

・相談の受けとめ

・多機関協働事業へのつなぎ

活動内容や条件等の調整 支援内容や環境整備等の調整

本人の状態や活動状況の
確認・助言等

本人との関わり方等の悩みや
活動の課題把握

支
援
対
象
者

全体の支援体制
のモニタリング

終結
本人の課題が整理され、支
援の見通しがついたところ

・関係機関等の役割分担

・支援プランの協議・策定

地
域
の
社
会
資
源

【重層的支援会議】

参加支援事業は、既存の各制度の支援では対応できない本人や世帯のニーズ等に対応するため、
・利用者のニーズや課題など丁寧に把握し、既存の社会資源の拡充や新たな社会資源の開拓などのコーディネートを行うとと
もに、本人と支援メニューのマッチングを行う

・マッチングしたのち、本人の状態やニーズ・希望にそった活動ができているかフォローアップするほか、受入先の悩みや課
題等に対するサポートを行う

ことなど、地域の社会資源などを活用して社会とのつながり作りに向けた支援を行う。

③参加支援活動中のフォローアップ

地域づくり支援

②本人と社会資源のマッチング

・社会資源の発見、活用

・民間団体等の地域活動への参画




